
 
 

神 機 健 発 第 4 3 号 

令 和 5 年 12 月 5 日 
 
事 業 主・事務担当者  様 

 

神奈川県機器健康保険組合 

理事⾧  坂 本  康 祐 

                                                        (公印省略) 
 

「資格取得届」等のご提出時の住所について 
 

師走の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省より、『資格取得時の健康保険組合による住所情報の把握を必須化し、資格取得時の

届出の「住所」については、被保険者の個人番号の確認のために提出を求めることから、「住民票上の住

所」を提出することとする』という、省令改正が、本年 12 月 8 日から施行されることとなりました。 

つきましては、当健康保険組合に新規取得者の「資格取得届」・「被扶養者異動届」を提出する際には、

「住民票上の住所」をご記入の上、ご提出くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、「住民票の住所」と「居所」※が異なる方に関しましては、別紙「健康保険被保険者住所届」をご

提出ください。 

 また、現在ご加入者の住所につきましては、マイナンバーの紐づけの正確性が確認されておりますので、

改めて「住民票住所」の届出は必要ございません。 

（※「居所」は、健康診査のご案内など当組合から加入者の皆さまへ郵送物をお届けする際に必要となります。） 

 

記 
 

本状到着以降の提出分の届出より、住民票住所の記入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 
神奈川県機器健康保険組合 
TEL ０４５－６４１－７７１３ 

「住民票住所・居所の変更等」

については必ず新様式でのご

提出をお願いいたします。 

当組合ホームページ→届出申請

書一覧→1.保険証・適用に関する書

式→1-12「健康保険被保険者住所

届」を印刷の上、ご利用ください。 

住民票上の住所はココで確認を！ 


